
経済財政運営と改革の基本方針（平成26年6月24日閣議決定） （抄） 

第３章 経済再生と財政健全化の好循環 
 
２． 主な歳出分野における重点化・効率化の考え方 
 （３） 地方行財政制度 
 （地方財政改革の推進） 
 
 
 
 

 
 
 （地方財政の透明性・予見可能性の向上による財政マネジメントの強化） 

   

 公営企業等については、公営企業の経営に係る新たな考え方や第三セクター等の
経営改革に関するガイドラインを示すことを始め適切な支援を行い、公営企業・第三
セクター等の徹底した効率化・経営健全化を図る。 

 「公立病院改革プラン（５か年計画）」に基づく取組の成果を総務省・厚生労働省が
連携して評価した上で、地域医療構想の策定に合わせ、今年度中に、新たな公立病
院改革ガイドラインを策定する。 

・ 現在、公営企業会計を適用していない簡易水道事業、下水道事業等に対して同
会計の適用を促進する。 
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